
資料６ 厚年法(抄)、健保法(抄) 

 

○ 厚年法(抄) 

 

（標準報酬月額等級） 

第二十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分（次項の規定により等級区分の

改定が行われたときは、改定後の等級区分）によって定める。 

標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 

第一級 九八、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円未満 
   

（省  略） 
   

第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 

２ 省略 

 

（標準賞与額の決定） 

第二十四条の三 社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受け

た賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与

額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円（第二十条第二項の規定による標準報

酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。）を超えると

きは、これを百五十万円とする。 

２ 省略 

 

（保険料） 

第八十一条 １～３ 省略 

４ 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率（厚生年

金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率

を控除して得た率）とする。 

平成十六年十月から平成十七年八月までの月分 千分の百三十九・三四 

平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 千分の百四十二・八八 

平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 千分の百四十六・四二 

平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 千分の百四十九・九六 

平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 千分の百五十三・五〇 

平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 千分の百五十七・〇四 

平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 千分の百六十・五八 

平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 千分の百六十四・一二 

平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 千分の百六十七・六六 

平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 千分の百七十一・二〇 

平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 千分の百七十四・七四 

平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 千分の百七十八・二八 

平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 千分の百八十一・八二 

平成二十九年九月以後の月分 千分の百八十三・〇〇 



 

○ 健保法(抄)（第45条第１項及び第160条第１項については平成20年10月１日施行） 

 

（標準報酬月額） 

第四十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分（次項の規定により等級区分の

改定が行われたときは、改定後の等級区分）によって定める。 

標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 

第一級 五八、〇〇〇円  六三、〇〇〇円未満 
   

（省  略） 
   

第四七級  一、二一〇、〇〇〇円  一、一七五、〇〇〇円以上 

２・３ 省略 

  

 （標準賞与額の決定） 

第四十五条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に

基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定

する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度（毎年四月一日から翌年三月三十一

日までをいう。以下同じ。）における標準賞与額の累計額が五百四十万円（第四十条第二項の規定によ

る標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。）を

超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その

年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。 

２ 省略 

 

（保険料率） 

第百六十条 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百まで

の範囲内において、支部被保険者（各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び

当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。）を単位として協

会が決定するものとする。 

２～17 省略 

 


